
本検討会開催の背景・目的

資料１



１．トラック運送事業の働き方をめぐる現状

①労働時間 全職業平均より約２割長い。 ②年間賃金

④年齢構成

（時間）

全産業平均より若年層と高齢層の割合が低い。
中年層の割合が高い。

③人手不足 全職業平均より約２倍高い。

全産業 道路貨物運送業

（倍）

（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

有効求人倍率の推移

全産業平均より５％～１５％低い。

（万円）
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２－１．物流関連２法の改正（R6.5.15公布）

〇  実運送事業者の適正な運賃の確保による賃金水準の向上等の観点から、多重下請構造

の是正や契約条件の明確化を図るため、貨物自動車運送事業法を改正し、

 （１）荷主企業や元請事業者が実運送事業者を把握できるようにするための実運送体制管理

簿の作成等を元請事業者に対し義務付けるとともに、

 （２）運送契約締結時の契約内容の書面交付を義務付け 等を措置



令和６年度に行われた貨物流通事業法等の改正に際して、衆議院と参議院の両方

において、実運送事業者における適正な運賃収受を実現するため、多重下請構造に

ついての実態把握を行い、規制措置の導入も含め必要な対策を講じる旨の附帯決議

がなされた。

２－２．改正物流法の附帯決議

3

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改
正する法律案に対する附帯決議（抄）

令和6年度 第213回国会

○衆議院国土交通委員会

六 トラック運送事業における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収
受を実現するため、実運送を行わない、いわゆる「専業水屋」についても実態を把握し、規制措
置の導入も含め必要な対策を講じること。

○参議院国土交通委員会

六 トラック運送事業における多重下請構造の是正を図り、実運送事業者における適正な運賃収
受を実現するため、実運送を行わず利用運送を専門に行う第一種貨物利用運送事業者（いわ
ゆる「専業水屋」）についても実態を把握し、運転者の運送及び荷役等の効率化に向けた責務
を担わせるよう検討するなど、規制措置の導入も含め必要な対策を講ずること。
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３－１．運送事業者における多重下請構造についての実態調査①

48%

43%

6%

1% 2%

回答事業者の資本金

300万円以上１千万円以下

１千万を超え５千万以下

５千万を超え１億円以下

１億円を超え３億円以下

３億円を超える

22%

65%

13%

主な業務

真荷主からの運送を専業

真荷主からの運送と元請

事業者からの運送を兼業

元請事業者からの運送を

専業

（n = 4,269） （n = 4,314）

⚫ 令和５年２月に発表された「持続可能な物流の実現に向けた検討会（※）」の中間とりまと

めに基づき、同年２月～４月、多重下請構造の実態把握を目的としたトラック事業者に対

するアンケート調査を実施

⚫ 回答者数は4,401者であり、回答者の約９割が資本金5,000万円以下の中小企業

（※）物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげることを目的とし、

令和４年９月～令和５年８月にかけて、国土交通省、農林水産省、経済産業省の三省合同で開催。
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３－２．運送事業者における多重下請構造についての実態調査 ②

74%

26%

他のトラック事業者を利用して運送することがあるか 

（貨物自動車運送事業法の利用運送）

はい

いいえ

（n = 4,401）

4%

28%

42%

14%

7%

5%
他のトラック事業者に委託する際の金額 

100%～

95～99％

90～94％

85～89％

80～84％

80％未満
（n = 3,244）

7.0%

16.4%

23.4%

24.0%

28.3%

58.3%

59.8%

その他

通常使用している自社のトラックが故障等

したため。

他社を利用した方が自社で運行するよりも

費用を抑えることができ、利益を確保で…

荷主と一定期間の運送契約を締結してお

り、運送を断ることができないため

他社のトラック輸送を利用することを前提

に荷主と運送契約を行っているため

荷主から突発的な運送依頼があったため

自社のトラック（ドライバー）が不足して

いるため

0.0% 50.0% 100.0%

他のトラック事業者を利用して運送する理由

（n = 3,244、複数回答）

⚫ 7割超の事業者が、下請のトラック事業者を利用していると回答し、下請に出す際は約３割が請負金額
の90％未満で委託している。

⚫ 下請のトラック事業者を利用する理由として、「自社のトラックドライバーが不足」、「荷主からの突
発的な運送依頼」という回答が多かったほか、「他者のトラックを利用することが前提となっている
ため」、「他者を利用した方が費用を抑えることができるため」との回答も一定数見られた。

他のトラック事業者を利用する場合（発注側への質問）
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３－３．運送事業者における多重下請構造についての実態調査 ③

25.0%

75.0%

第１種利用運送事業者を利用して運送

することがあるか 

はい

いいえ

1.1%

28.1%

40.1%

14.1%

9.0%

7.1%

0.5%

第１種利用運送事業者を利用する際の下請金額 

100%～

95～99％

90～94％

85～89％

80～84％

80％未満

無回答

7.6%

14.2%

22.0%

45.2%

47.0%

65.3%

0.0% 50.0% 100.0%

その他

通常使用している自社のトラックが故障等し

たため。

第1種利用運送事業者を利用した方が自社で

運行するよりも費用を抑えることができ、利

益を確保できるため。

第1種利用運送事業者を利用しないければ必

要なトラックを確保できないため

自社のトラック（ドライバー）が不足してい

るため

荷主から突発的な運送依頼があったため

第１種利用運送事業者を利用して運送する理由

（n = 4,401）

（n = 1,101)

（n = 1,101、複数回答)

⚫ トラックを持たない第１種利用運送事業者を利用して運送することがある事業者の割合は25％であり、そ

の理由としては「荷主からの突発的な運送依頼」という回答が多く、「利用しなければ必要なトラックを確

保できないため」、「他者を利用した方が費用を抑えることができるため」との回答も一定数見られた。

⚫ 第１種利用運送事業者を利用する際は、約３割が請負金額の90%未満で委託している。

トラックを持たない利用運送事業者を利用する場合（発注側への質問）



３－４．運送事業者における多重下請構造についての実態調査 ④
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78.0%

22.0%

他社からの運送依頼を引き受けることがあるか 

ある

なし

（n = 4,220）

2.4%

22.1%

96.6%

0.0% 50.0% 100.0%

その他

トラックを持たない第1種利用運送

事業者

他のトラック事業者

その場合の運送依頼主 

（n = 3,284、複数回答）

1.1%
10.8%

21.0%

10.6%
12.8%

28.2%

14.9%

0.70%

第１種利用運送事業者から受託する際の運賃水準

100%～

95～99％

90～94％

85～89％

80～84％

80％未満

不明

無回答（n = 725）

1.0%

5.6%

10.4%

19.0%

55.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

その他

普段から元請になることがなく、同じ元請か

らの下請けを行うのみであるため

親会社やグループ会社から委託を受けるため

荷主に直接営業することが困難なため

仲間の事業者を助けるため

下請として受託する理由 

（n = 3,284、複数回答）

⚫ 8割の事業者が、他社からの運送依頼を受けることがあると回答しており、その場合の運送依頼主は「他のト

ラック事業者」が多い。

⚫ 下請として受託する理由としては「仲間の事業者を助けるため」が最も多く、次に「荷主に直接営業することが

困難なため」との回答が多かった。

⚫ トラックを持たない第1種利用運送事業者から受託する場合の運賃水準は、約５割が元請の90％未満であり、

約15％は「不明」と回答。

他社から運送依頼を受ける場合（受注側への質問）



４－１．「第一種貨物利用運送事業（自動車）に関する実態調査」（H26実施）①

利用運送事業者（自動車）と実運送事業者の取引関係や輸送の安全確保等の実態を把握し、トラック輸送におけ
る適正な取引や安全運行の確保を図るために必要な情報を収集することを目的に、実態調査を実施
・実施時期：平成26年８月～10月
・調査方法：アンケート形式（郵送）
・回答事業者数：第一種貨物利用運送事業（自動車）を営む1,379事業者 （実運送との兼業事業者を含む）

5.9 

8.8 

11.6 

42.1 

48.5 

67.9 

83.8 

4.1 

12.4 

13.8 

13.3 

12.0 

5.7 

0.9 

15.0 

52.0 

47.5 

21.7 

18.4 

6.8 

0.8 

75.1 

26.8 

27.1 

22.8 

21.0 

19.6 

14.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

燃油サーチャージ

車両留置料

附帯業務料金

運賃・料金

附帯業務内容

運送日時

記載している あまり記載していない

全く記載していない 無回答

68

85

171

470

336

7

124

73

253

498

8

168

257

134

102

11

180

149

62

15

252

11

10 2

1

0 200 400 600 800 1000

その他

電子メール等

文書

電話

FAX

発注する手段（順位の回答数）【継続取引】

１位 ２位 ３位 ４位 ５位

１．発注手段（継続取引、スポット取引）
※無回答を除いて集計

9

69

83

566

272

4

107

68

187

516

4

160

261

90

97

16

177

152

33

10

244

12

6

0 200 400 600 800 1000

その他

電子メール等

文書

電話

FAX

発注する手段（順位の回答数）【スポット取引】

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
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２．書面による発注を行っている場合の記載事項



４－２．「第一種貨物利用運送事業（自動車）に関する実態調査」（H26実施）②

9

14.4%

7.5%

3.7%

11.3%

52.0%

75.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

無回答

わからない

真荷主からの６次以降受注者

真荷主からの４～５次受注者

真荷主からの２～３次受注者

真荷主からの１次受注者

３．真荷主から見た場合の立場（複数回答）

実運送を

している
41.5%

実運送をし

ていない
58.5%

４．実運送実施の有無

※実運送のある事業者とは、営業用トラックの
保有車両数に記載のある事業者のことである。

9.1%

20.7%

33.6%

61.4%

63.6%

63.9%

72.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

無回答

その他

競争入札等にかけ、発注先から提示された

最も有利な価格を発注先に提示し決定する

方面、重量、距離、出発時間等の諸条件による「相場運賃」で決定する

実運送事業者の運送原価を考慮し、話合いにより運賃を決定する

発注先から提示される運賃

方面、重量、距離、出発時間等の諸条件により

「事前に合意した運賃表」をもとに決定する

５．受注先から受け取る運賃の決定方法



５－１．多重下請構造に介在する者の現状・分類

トラック運送業の多重下請構造に介在する者については、概ね下記の４分類に
分けられる。

① 貨物利用運送事業法に基づく第１種貨物利用運送事業の登録を受け、利用
運送事業を行っている者
（＝荷主と運送契約を締結し、運送不能時等の損害賠償責任を負う者）

② 平成15年の改正前の貨物運送取扱事業法（平成元年法律第82号。）における「運
送取次事業」を行っている者（※現行法では規制の対象外）
（＝荷主と運送契約を締結せず、取次が適切であれば運送不能時等の損害
賠償責任を負わない者）

③ 貨物運送取扱事業法・現行の貨物利用運送事業法いずれにおいても規制対
象外である、「媒介」を行っている者
（＝荷主と運送契約を締結せず、媒介以外の運送に関する責任を一切負わな
い者）

④ 運送契約に関与せず単に情報提供のみを行う者など、①～③以外で、トラッ
ク運送業の多重下請構造に介在する者 10



運送契約

（利用運送の概念）

荷主 貨物利用運送事業者 実運送事業者

（トラック、海運、航空、鉄道）

貨物利用運送事業とは、貨物利用運送事業法に基づき、実運送事業者の行う運送を利用
して貨物の運送を行う事業であり、集荷から配達までの複合一貫運送サービスを行うか
否かにより、第一種貨物利用運送事業又は第二種貨物利用運送事業に分類される。
貨物利用運送事業者が、荷主の様々な輸送ニーズに対応した物流のコーディネートを行
うことにより、個々の実運送事業者は、自ら営業活動することなく貨物を得られる。

●第一種貨物利用運送事業（登録事業）

利用する運送機関 ：トラック、海運、航空、鉄道

運送委託

●第二種貨物利用運送事業（許可事業）

発送地 配達地 集荷先 配達先

集荷→幹線輸送→配達までの複合一貫運送を提供

利用する運送機関 ：海運・航空・鉄道の利用運送 ＋ トラック集荷及び配達

発港

発空港

拠点駅

着港

着空港

仕向駅

単一モードの利用運送を提供

(内航海運 987者、外航海運 504者、国内航空 63者、国際航空 138者、鉄道 1,118者)

(      27,419者)

令和4年度末時点事業者数
令和4年度末時点事業者数

５－２．貨物利用運送事業の概要

発港

発空港

拠点駅

着港

着空港

仕向駅

(内航 1,747者)

( 国内 3者)

(            69者)

(外航 719者)

( 国際 3者)

発送地 配達地 (      27,419者)

発港

発空港

拠点駅

着港

着空港

(内航 1,747者)

( 国内 3者)

(外航 719者)

( 国際 3者)

仕向駅

発送地 配達地 (      27,419者)

発港

発空港

拠点駅

着港

着空港

(内航 1,747者)

( 国内 3者)

(外航 719者)

( 国際 3者)
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５－３．貨物利用運送事業及び運送取次事業に関する事業規制の推移

貨物運送取扱事業法
（平成２年12月～）

貨物利用運送事業法
（平成15年４月～）

貨物利用運送事業（自動車）

事業の参入

運賃・料金

事業の退出

事業の参入

料金

事業の退出

許可

事前届出

登録

事後届出
（30日以内）

運送取次事業（自動車）

自動車運送取扱事業※（自動車）

道路運送法
（平成２年12月以前）

登録

認可

登録

事後届出
（30日以内）

事後届出
（30日以内）

事前届出

※運送取扱 ＝ 利用運送 ＋ 運送取次

廃止

（運送取扱事業に対する規制を撤廃）

12



代弁行為

５－４．貨物運送に係る契約類型（典型例）

※ 媒介（仲立）

荷主または運送事業者の委託に基づき、荷主と運送業者との間の運
送契約の締結に尽力すること。

（仲立業者は、荷主と運送業者との間の運送契約の成立の有無につい
てのみ当事者に対し責任を負う）

✓ 「取次（狭義）」

荷主に代わって自分の名において実運送事業者と運送契約を
締結すること。

✓ 「代弁」

荷主の名において（荷主の使者として）実運送事業者と運送契
約を締結すること。

※貨物運送取扱事業法による規制の適用対象外の契約類型

13

利用運送事業

・ 荷主と運送契約を結び、実運送事業者を利用する事業。

・ 荷主に対して運送不能時等の損害賠償責任を負う。

【取次モデル】

【代弁モデル】

荷主

実運送事業者利用運送事業者
運送契約

運賃・料金

手数料

媒介行為

荷主

実運送事業者媒介事業者

荷主

実運送事業者取次事業者

運送契約

荷主

実運送事業者取次事業者

運送取次事業

・ 荷主と取次契約（≠運送契約）を結び、荷主と実運送事業者との
運送契約を取次ぐ事業。
・ 荷主に対して取次が適切であれば運送不能時等の損害賠償
責任を負わない。



物流・自動車局貨物流通事業課調べ
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※運送取次事業者（自動車）数：37,638者（H12年度末時点）
（当時の推定では、運送取次事業者（自動車）の約９割はトラック事業者の兼業であり、また、同じく９割以上は利用運送事業者との兼業）

利用のみ



５－６．下請構造に介在する者の業務イメージについて

前述のように、「運送取次」や「媒介」、「情報提供」といった形態で、運送責任を負わ

ずに下請構造に介在する者がいる。

これらに該当する者としては、実態上、

• 荷主・元請事業者から電話やFAX等で依頼を受け、下請事業者を自らの人的つな

がりや地縁、資本関係等を活用して探索する者

• インターネットを通じて、人的つながりや地縁等を超えて、求荷・求車のマッチング

を行う者や、マッチングの場のみを提供する者

等が存在すると考えられる。

荷主 トラック事業者
(元請・下請)

運送責任を負わずに
下請構造に介在する者の業務イメージ

トラック事業者
(元請・下請)

運送契約
運送契約
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求貨求車



６．本検討会の趣旨・目的

○ トラック運送業においては、実運送事業者が適正な運賃を収受できておらず、ドライ

バーの賃金も低いという問題があり、多重下請構造がその一因となっているとの指摘が

ある。

○ 現在、多重下請構造の是正に向けて、新たな標準的運賃における「下請け手数料」の

設定、トラックＧメンによる元請等への是正指導、改正法に基づく「実運送体制管理簿」

による下請構造の可視化などを進めているところ。

○ 他方、トラック運送業における下請構造には、貨物利用運送事業法の規制がかかり

運送契約の締結主体となる第一種貨物利用運送事業者や、同法の規制がかからず、

かつ、運送契約の締結主体ともならない取次事業者等の多様な関係者が介在する場

合があるが、必ずしもこれらの事業者の実態が明らかでない。

○ これまで、平成26年に貨物利用運送事業の実態調査、令和４年度に下請構造に係る

実態調査を行ってきたが、取次事業者等に関する現状把握は十分とは言えない状況。

○ このため、本検討会において、取次事業者等へのヒアリング等を通じて実態把握に努

めるとともに、トラック運送業が下請構造となる背景・意義や課題を検証し、多重下請構

造の是正等を通じた適正な運賃収受に向けて必要な対策を検討する。
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